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    県民健康調査（全容） 

県 民 健 康 調 査（ 全 県 民 対 象 ） 

県民健康 
調査概要 

福島県「県民健康管理調査」の概要より作成 

「県民健康調査」の事業の内容は「基本調査」と「詳細調査」に大きく分けられます。
「基本調査」では、行動記録を基に原発事故後 4か月間の県民の外部被ばく線量を推計
評価し、県民の健康を見守るための基礎となるデータを把握します。
「詳細調査」には、現在の健康状態を把握するための、4つの調査や検査があります。
1つ目は、2011（平成 23）年 3月 11 日時点で概ね 18 歳以下の全県民を対象とした
甲状腺の超音波検査です。チェルノブイリ原発事故後に小児の甲状腺がんが多く見つかっ
たことから、対象者には繰り返し検査が行われることになっています。
2つ目は健康診査です。避難区域にお住まいだった方に対して、生活環境などが変わっ
たことなどによって生じる、生活習慣病など、その予防あるいは早期発見・早期治療につ
なげるために健診を行います。
3つ目のこころの健康度・生活習慣に関する調査も、避難区域にお住まいだった方を対
象に東日本大震災と原発事故により生じてしまった不安やこころの傷に対して、支援を行
うための調査です。
4つ目の妊産婦に関する調査では、妊産婦を対象に、震災や原発事故によって定期健診
を受けられなかったり、出産や産後の育児に関して放射能を含めたさまざまな心配を抱え
る方のための調査です。
これらの調査・検査などの記録は、全県民を対象に配布する「県民健康管理ファイル」
に綴じてもらうことで、個々人が健康を自己管理に役立てるように促しています。また全
データをまとめた一元的なデータベースを構築し、長期にわたる知見の活用に役立てられ
ます。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・6章QA1	 福島県における健康管理として、どのような取組が行われているのですか
・6章QA4	 県民健康調査では、基本調査や甲状腺検査以外は、どのような取組が行われているのですか
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    基本調査 目的 

 外部被ばく線量を推計するために、一人一人に個人の行動記録を記
入・提出していただく調査です。 
平成23年3月11日～7月11日までの4か月間の行動記録を基に、放射線

医学総合研究所（放医研）の「外部被ばく線量評価システム」により、
個人ごとの外部被ばく線量を推計します。                  

環境省第4回原子力被災者等との健康についてのコミュニケーションにかかる有識者懇談会 

健康を見守り続けるための「基礎」となる調査です  

【調査のスキーム】 

推計された線量は推計期間と共に、各人にお知らせし、外部被ばく線量を知って
いただくとともに、長期にわたって実施していく詳細調査や各人の健康管理にお
ける基礎資料とします。   

行動記録による外部被ばく線量の推計  

問診票 結果通知 
被ばく線量 

推計 

先行調査 

川俣町・山木屋地区 
浪江町・飯舘村 

 
約 29,000人 

全県民調査 

基本調査 

基本調査は、当時県内にお住まいだった方が福島第一原発事故によりどの程度被ばくし
たのかを推計し、将来にわたってお一人お一人の健康管理に役立てていただくことを目的
としています。
具体的には対象者の方に、問診票を配布し、事故後 4か月間の行動記録を記入してい
ただきます。問診票に記入された行動記録を基にして、放射線医学総合研究所が開発した
プログラムを使って、被ばく線量を推計します。
また、個人個人の推計値を集約し、統計処理することで、福島県における被ばくと健康
影響についての解析を行うためにも活用されます。
先行調査は 2011（平成 23）年 6月から開始し、全県調査は 2011（平成 23）年 8月
から開始しました。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・6章QA6	 基本調査の目的は何ですか。基本調査により何が分かるのですか
・6章QA14	 震災発生から数年が経ちました。今、外部被ばく線量を知って何の役に立つのでしょうか
・6章QA19	 長期にわたる低線量の外部被ばくの影響について検証することで、次の世代の健康づくりに

役立たせるのが目的と聞きました。つまり、県民はモルモットということですか
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